
児童福祉法の改正について

１ 児童福祉法の理念の明確化

親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を「川

崎市児童虐待対応ハンドブック（第２版）」に追記しました。

２ 児童虐待の発生予防

「母子保健コーディネーター」の配置により、母子健康手帳交付時から相談・支援体制を充実するととも

に、「妊娠出産包括支援事業」や「乳幼児健診」を実施するなど、妊娠・出産期から乳幼児期までの切れ目

のない支援を実施しました。

また、支援を要する妊婦や児童・保護者を把握した場合の関係機関の情報提供について「川崎市児童虐

待対応ハンドブック（第２版）」に追記しました。

３ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応

児童虐待の対応件数は増加が続く一方、児童の心理、健康・発達や、法律に関する専門的知識・技術等を要

する複雑・困難な事例も増加していることから、児童相談所の体制強化として、平成２９年度から児童相談所にお

いて、児童福祉司、児童心理司を１６人増員するととももに、３か所の児童相談所にそれぞれ非常勤の弁護士を

配置します。

また、児童相談所の児童福祉司、及び要保護児童対策地域協議会の調整機関職員に研修が義務付けられ

たことから、平成２９年度以降研修を実施します。

４ 被虐待児童への自立支援

児童相談所の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援、及び養子縁組里親を

法定化するとともに、養子縁組に関する相談・支援が児童福祉法に位置付けられたことから、本市「児童相談所

条例」の一部改正を行い、児童相談所の業務として条例に位置づけました。

改正児童福祉法に基づく本市の対応
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